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はじめに

　本稿の主題は，現代カナダ農政の展開過程とその基本的な枠組みを明らかにすることである 。

　こうした課題を取り上げるのは，何よりもまずカナダの農業政策についてわが国での研究の蓄

積が乏しかったためである 。発達した資本主義国の農業政策の研究において，アメリカ ，フラン

ス， ドイツ ，あるいはＥＣの共通農業政策についてはかなりの研究の蓄積があるが，同じ発達し

た資本主義国であり ，かつ有数の農産物輸出国でもあるカナダの農業政策については，わが国で

の研究がきわめて少なかったのが実情である 。

　筆者の管見するかぎりでは，カナダの農業政策を包括的に紹介 ・検討しているわが国でのほと

んど唯一の著作は，岩下龍　　『カナタの農業経済』（１９５９年）である 。同書の第４章農業政策で著

者は，１９５０年代中ごろまでの連邦政府の農業政策を紹介している。まず，農業政策の歴史的な流

れを要約したうえで，０農産物の流通および貿易に関する政策，　農地および開拓政策，　農業

生産に関する政策，＠農業金融政策，　農民教育および普及政策，という５つの分野に分けてカ

ナダ農政の動向を詳細に述べている 。そのさい，著者はカナダ農政の基調を次のように捉えてい

る。

　「遡 って１８６７年，運邦結成以後の農政の基調を概観するに，連邦政府の農政は，農産物の取引

　と輸出とを振興することにより農家の資本を蓄積せしめ，農業による西部開拓の急速な進行を

　助長するにあ った。」「第一次大戦以降は，カナダ農業の流通的側面は特に重視され，中央政府

　のみならず各州とも……農産物の価格安定または農業者の取引的地位の向上のために種々の立

　法を企てた。」「農産物価格の安定こそが現下のカナダ農政の焦点であるが，国内的措置のみに

　よっ てその効果を挙げるにはカナタの国内市場はあまりにも狭く ，農産物生産量はあまりに多

　量である 。そして国家の財政規模も ，かくも多量の穀物の価格支持のためには小さきに失して

　いる 。ここにカナダ農政の弱点が存するが，それを補い農業に安定と繁栄をもたらすものは ，

　実にカナダ穀物に対する海外需要の増加と隣国アメリカの農産物価格支持政策の波及的効果と

　であろう 。」（岩下，１９５９ ：１７４ －６）

　ここに要約された著者の認識は今日でもいささかも古くなっ ていないが，対象とする時期が

１９５０年代中ごろまでであ ったという時代的な制約は避けられない。それ以降の農業政策の展開に

ついて，個別分野についての優れた研究はあるが，農業政策の全体像を鳥鰍できるものは残念な
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がら見いだすことができない 。

　カナダ農政の中で重要な分野である酪農政策の近年の動向については，石関良司「最近におけ

るカナダ酪農の動向と政策」（湯沢誠編『農業問題の市場論的研究』１９７９年所収）が，酪農部門の構造

変化と関連させて酪農支持政策の詳細な分析を行 っている 。石関氏によれは，１９６６年のカナタ酪

農委員会（Ｃ．ｎ．ｄ。。ｎ　Ｄ。。。ｙ　Ｃ．ｍｍ。。。。。ｎ）設立によっ て， 加工用原料乳　クリームに対する支持政

策が体系的に整備される 。その特徴は，Ｑ乳製品買い入れによる価格支持，　直接補助金の交付

による生産者乳価の支持，　市場出荷割当（ｍ。。ｋ．ｔ．ｈ。。。ｑｕ．ｔ。）方式による原料乳の供給管理
，

　乳製品の輸入制限と輸出援助，にある 。そして，総括的な評価として次のような結論を下して

いる 。

　「カナダの酪農支持が酪農民の分解を促し，ともかく酪農合理化の方向を推進するという役割

　を果たしているのではないかということである 。しかし，その場合酪農合理化といっ てもそれ

　が全面的に推進されているわけではなく ，一面ではいぜんとして酪農民保護的な側面をともな

　っ ているものと考えられる 。その意味では，合理化は不徹底たらざるを得ず，むしろこの点に

　こそ現段階における酪農支持の特質を見出すことができるように思われる 。」（石関 ，１９７９ ：

　２１６）。

　以上で紹介したような優れた先行研究があるとはいえ，１９５０年代後半以降のカナダの農業政策

を全体として検討した研究はほとんど見あたらないのが実情である 。筆者の掲則するところでは ，

その背景にカナダの農政はアメリカのそれと基本的に同じであるという理解があ ったのではない

かと考えている 。たしかに，カナダの農政がアメリカのそれと同様のものであるとすれば，こと

さらにカナダの農業政策を取り上げて検討する意味はないのである 。

　こうした傾向はカナダの農業経済学界にも見られるようである 。Ｍ．フルトンは１９８６年のカナ

ダ農業経済学会の報告において，アメリカの公共選択論における利益集団とレント ・シーキング

理論をカナダの農業政策に単純に当てはめる方法の限界を指摘し，カナダ特有の制度的要因を反

映するパラダイムによっ て補足することが必要であると述べている 。彼はそこでカナダ特有の要

因をいくつかあげているが，ここでとくに重視すべきは，第一に農業政策における連邦政府と州

政府の関係，とくに州が果たしている役割であり ，第二に過去３０年問に導入されてきた多くの政

策の根底にある「安定化の哲学（ｐｈｉ１。。。ｐｈｙ．ｆ．ｔ．ｂｉ１ｉ。。ｔｉｏｎ）」である（Ｆｕ１ｔｏｎ，１９８７ ：１１０）。

　連邦政府と州政府との関係はこれまで政治学の分野で多くの研究が蓄積されてきており ，農業

政策における連邦と州の関係についてはＧ．スコグスタ ッドの優れた研究が出されているが
（Ｓｋｏｇｓｔａｄ，１９８７），この小論では，州レベルの農政や連邦と州との関係にまで立ち入 って検討す

る余裕がない。そこで，連邦政府の農業政策に対象を限定して，フルトンのいう「安定化の哲

学」 ，つまりカナダ農政を理解する上で重要な１９５０年代末以降の農業安定化政策，供給管理政策

およびマーケティング ・ボードに焦点を当てつつ，これらの政策が出てきた背景とその特徴を検

討したい 。

　なお，ガ ット ・ウルグアイ ・ラウンドにおいて，カナダ連邦政府はケアンズ ・グループの中で

も独自の立場を取り ，関税化反対を主張して注目された。その背景には供給管理政策とマーケテ

ィング ・ボードと表裏一体となっ た輸入制限を維持しなければならないという国内事情があ った 。

ウルグアイ ・ラウンドでカナダ政府がとっ た態度は，カナダ農政の特徴を知ることなしには理解
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できないのであり ，カナダ農政をアメリカのそれと類似のものと見られないことは明らかである 。

　以下では，まず初めにカナダ農政の歴史的な流れをあとづけて，安定化政策，供給管理政策 ，

マーケティング ・ボードといっ た現代カナダの農業政策を特徴づける諸政策が出てきた経過と背

景を検討する（第２節）。 そして次に，５０年代末以降の現代カナタ農政の基本的な枠組みとその特

徴を述べ，農業財政の推移にもふれる（第３節）。 最後に，８０年代後半からの政策環境の変化と新

しい農業 ・食糧戦略の検討にふれて結びとしたい（第４節）。

２． カナダ農政の展開過程一連邦成立から１９５０年代主で一

　ここでは，連邦成立以来の農業政策の歴史的な発展過程をいくつかの時期に区分して，その概

要を述べる 。とくに，価格 ・所得の安定化政策や供給管理政策，マーケティング ・ポードが出て

くるまでの経過に焦点を当てて述べる 。

　１８６７年の連邦成止からのカナダ農政を次の５つの時期に区分して，以下では第１期から第３期

までの農業政策の概略を述べ，第４期の１９５８年以降を現代カナダ農政として次の節で取り上げる

（本論文末尾の略年表をあわせて参照していただきたい）。

¢　違邦成止から１９２０年代まで　１８６７～１９２９

　　世界恐慌と第二次大戦　１９３０～１９４５

　　戦後の農業発展　１９４６～１９５７

＠　安定化政策と供給管理　１９５８～１９７８

　　財政危機と支出抑制　１９７９～

　（１）連邦成１から１９２０年代まで

　連邦成立から１９２０年代までの時期における農政の目標は，「農業の拡大と生産性の向上であ っ

た」（Ｄｒｕｍｍｏｎｄｅｔａｌ ，１９６６１６）。 その内容としては，第一に西部諸州への入植促進による農業フ

ロンティアの拡大であり ，第二に農業研究体制と普及体制の整備であり ，第三に農産物の販売 ・

流通体制の整備であ った（Ｉｂｉｄ．： １６－ ２１）。

　西部への入植は１８７０年のマニトバ法（ＴｈｅＭａｎｉｔｏｂａ　Ａ．ｔ）によるマニトバ州の創設に始まる 。

カナタ連邦政府は，当時急速に進みつつあ ったアメリカ中西部への入植と農業拡大に対抗して ，

西部への鉄道建設と入植を促進する必要に迫られていた。Ｖ．Ｃ．フォークによれば，「カナダ西部

において農業の国防機能が鋭く復活したのであ った」（Ｆｏｗｋ。， １９７８ ：１６２）。 ここで西部の土地は

二重の役割を果たすことになる 。一つは鉄道建設への資金供給であり ，いま一つは入植者を引き

つけることであ った 。

　こうして１８７１年の内閣政令が最初の包括的なホームステ ッド政策となっ たが，そこでは４分の

１セクシ ョン（１６０工 一カー＝ 約６４ｈ。）を１０ドルの手数料で５年問以上カナダに居住していること

を条件に分譲することを規定していた。ただし，鉄道会社が線路の両側１８マイルづつの土地を優

先的に提供されることとされていた。翌７２年に議会を通過した自治領土地法は，居住年限を３年

に短縮し，鉄道の両側２０マイルづつを鉄道会社に優先的に分譲することを規定した（Ｍａ．ｔｉｎ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０９４）



　　　　　　　　　　　　　　　　現代カナダの農業政策（松原）　　　　　　　　　　　　　　　１９３

１９７３ ：１４１－２）。

　１９世紀後半はアメリカヘの移民が圧倒的に多かったが，アメリカのフロンティア消滅にともな

い１９世紀末からカナダヘの移民が急増する 。フォークによれば，１８６７年から１８９９年までのカナダ

ヘの移民は１５０万人であ ったのに対して，１９００年から１９１３年までの１４年間に２５０万人もの移民を受

け入れていた（Ｆ．ｗｋら１９７８ ：１７７）。 そして，第一次大戦による中断をはさんで，１９３０年まで西部

への入植が継続するのである 。

　この時期における第二の課題は，オンタリオ州とケベッ ク州を中心とする東部諸州における農

業の産業基盤を確立することであり ，アメリカの試験農場制度を参考にしながら ，１８８０年代後半

に試験農場と普及制度が整備された 。

　第三の課題である農産物の販売 ・流通制度の整備については，農産物の品質改善を目的として

の規格 ・等級の整備が行われたが，一方で西部に入植した農民からは穀物取引についての不満が

絶えなか った。というのは，高率関税で保護されている工業製品の価格が上昇していくのに対し

て， 農民が穀物を販売するときには鉄道会社とエレベーター会社の買い手独占によっ て不利な条

件におかれていたからである 。多くの出荷地点にはひとつしかエレベ ーター（穀物倉庫）がなく ，

実質的に競争が制限されていたこと ，また穀物取引業者に対する政府の法規や規制がないために

穀物取引や計量，貨車の配分についての生産者側からの疑念を生んでいた（Ｄ．ｕｍｍｏｎｄ．ｔ．１
．

１９６６ ：２６－２７）。

　こうした問題への対処としてできたのが１９００年のマニトバ穀物法である 。同法は，エレベ ータ

ーと穀物取引業者に免許を義務づけるとともに，穀物取引を監督し，計量，等級づけ，貨車配分

などについての不服申立てを調査する権限をもつコミッ ショ ナーの設置を規定していた（Ｗｉ１．ｏｎ
，

１９７８８４ －８５）。 マニトハ穀物法の規定を引き継いだのが１９１２年のカナタ穀物法（Ｃ．ｎａｄａ　Ｇ．ａｍ　Ａｃｔ）

で， これによっ て穀物取引は独立の政府機関である穀物 コミッ ショ ナー・ ボード（Ｂｏａ．
ｄ　ｏｆ　Ｇ．ａｉｎ

Ｃｏｍｍ、。。１０ｎ。。。，現在のカナタ穀物委員会）の監督のもとにおかれることになっ た。

　この時期には，西部への入植促進による農業拡大と産業基盤の確立およぴ流通機構の整備に重

点がおかれ，第一次大戦中の戦時穀物統制を別とすれば，政府による農産物の価格支持や販売 ・

流通の管理は行われなか った 。

　（２）世界恐慌と第二次大戦

　主要な資本主義国において，農産物の価格支持政策や販売 ・流通機構に対する政府の介入が本

格的に登場したのは１９３０年代である 。もとより ，それは世界恐慌の中でとくに深刻であ った農業

恐院に対する対策として登場したが，その後の回復過程から第二次大戦時をへて経済機構の中に

ビルトインされていっ た。 カナダ農政もその例外ではなか ったが，同時にそこにアメリカとは違

う独自の特徴を見いだすことができる 。

　ここでは，１９３０年代中ごろから４０年代にかけて相次いで登場した３つの政策を取り上げ，そこ

にあらわれているカナダ農政の特徴を述べておこう 。まず第一に，１９３４年の全国農産物マーケテ

ィング法（Ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａ１ＦａｍＰ・ｏｄｕｃｔｓ　Ｍ
ａｒ

ｋｅｔｉｎｇ　Ａｃｔ）によるマーケティング ・ボ ードの設立と農

産物の販売 ・流通の管理である 。この法律は連邦マーケティング ・ボートを設立し，それを通じ

て地方の生産者ボードに生産物販売の管理，プールの形成，生産者と加工業者からの運営手数料
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の徴収に関する幅広い権限を与えるというものであ った 。

　カナダのマーケティング ・ボードの先駆というべきは，１９２７年のブリティッ シュ ・コロンビア

州の生産マーケティンク法（ｔｈ．Ｐ．ｏｄｕ。。 Ｍ。。ｋ．ｔｍｇ　Ａ．ｔ）であり ，農産物販売のあらゆる側面の規

制， 価格の設定，運営手数料の徴収，均衡化基金の設立についての強力な権限を，生産者 ・販売

業者 ・州政府指名委員から構成される委員会に与えていた。しかし，この法律は１９３１年の最高裁

判所による違憲判決で塩効となっ た。 フリティソ シュ ・コロンピア州では１９２９年にも酪農生産者

救済法（ｔｈｅＡｃｔｆｏ・ｔｈｅＲｅｌ１ｅｆｏｆＤａ１・ｙＦａｍｅ・・）を成且させたが，その目的はハンクー ハーに牛乳

を供給する酪農地域のすべての生産者による飲用乳 ・加工用乳の販売収益をプールすることであ

った。しかし，これも１９３２年に違憲判決を受けた（Ｄ．ｕｍｍ．ｎｄ．ｔ．１ ．１９６６３５）。

　こうした試みを引き継いで設立された連邦マーケティング ・ボードは，１年半の問に２２の地域

マーケティング計画を認可し，そのうち１９が活動を始めていた。ところが，１９３５年末に，連邦政

府が州内の取引を規制することはできないとの理由で，最高裁判所は違憲を宣告した。これによ

り連邦マーケティング ・ボードは廃止され，地域ボードはそれぞれの州の法律のもとで活動を継

続することとなっ た。

　ドラモンドらによれば，マーケティング ・ボードの導入は，これまでの農産物の売り手と買い

手との関係に問題があることを政府が認めて，生産物の秩序だった販売によっ て生産者に安定し

た価格をもたらすことをめざしている 。つまり ，農産物の販売 ・加工分野における大企業への集

中化により買い手の力が強くなっ た状態を，農業生産者の組織化と販売の管理によっ て売り手と

買い手の力関係を均衡化し，競争的な価格を実現しようとするものである（Ｉｂ１ｄ　３６）。 しかも
，

注意すべきはたんに恐慌への緊急対策としてではなく ，１９１０年代からの農業生産者による協同組

合や２０年代後半のフリティソ シュ ・コロンヒア州での立法など，農業生産者が農産物の販売を管

理しようとする試みの延長線上に出てきたことである 。

　とはいえ，１９７０年代の鶏卵や鶏肉の全国マーケティング ・ボードとは異なり ，３０年代のマーケ

ティング ・ボードは地方ごとに設立され，せいぜい州内の農産物流通の管理にとどまっ ており ，

その限りではこの時期のカナダの農産物市場の地方分散的な性格を反映していたといえよう 。

　第二に，１９３５年のカナタ小麦ボード（Ｔｈｅ　Ｃａｎａｄ１ａｎ　Ｗｈｅａｔ　Ｂ
ｏａｒｄ）の設立である 。カナタ西部

の主力農産物である小麦の輸出は２０世紀初めの２０年間に飛躍的に拡大し，カナダは世界でも有数

の小麦輸出国となっ た。 しかし，１９２０年代の後半からヨーロッパ農業の復興と自給化政策，そし

て輸出国の増産のために国際小麦市場は供給過剰に転じたので，生産者は政府介入による価格の

安定を要求していた 。

　１９２３年から２４年にかけてプレーリー３州で相次いで設立された小麦プールは，農業生産者の販

売協同組合として急速に発展し，３州の小麦プールは共同の中央販売機構（。。ｎｔ。。１。。１１ｍｇ．ｇ．ｎ．ｙ）

を通じて小麦を輸出していた。ところが，世界恐慌の中での小麦価格の暴落により小麦プールは

多額の負債を抱えて倒産状態に追い込まれたので，１９３０年に連邦政府は中央販売機構の総支配人

を指名することを条件に債務保証を行い，ここに連邦政府が小麦プールの経営を資金的に支えて

事実上の政府管理下におくという関係ができあがった 。

　連邦政府が任命したマクファーランド総支配人が１９３０年から３５年までにとっ た政策は，当面の

市場価格を支持するために小麦と小麦先物を買い入れて保持することであり ，「事実上，政府が
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小麦価格における５年問のキャンフルを請け負 っていた」（Ｄｍｍｍｏｎｄ　ｅｔ．１ ．１９６６３８）。 こうした

経過をへてカナタ小麦ボートが１９３５年に設立されたが，生産者は自由市場を通じて販売するか ，

小麦ボードに最低保証価格で販売するかの選択をすることができた。つまり ，小麦ボードの買い

入れ価格を政府が設定することで，小麦の価格支持を行 っていたのである 。プレーリー３州で生

産され出荷された小麦の独占的な販売権を小麦ボードが持つようになるのは，インフレ抑制政策

から物価統制を行うために，１９４３年のカナダ小麦ボード法改正によっ て， 連邦政府がカナダ小麦

ボードに小麦の取引を一元的に管理する権限を与えてからである 。これが現在のカナダ小麦ボー

ドによる主要穀物取引の一元的管理システムの始まりである 。

　第三に，１９４４年の農産物価格支持法（Ｔｈ・Ａｇ・１・ｕ１ｔｕ・・１Ｐ・・…
　Ｓｕｐｐ・・ｔ　Ａ・ｔ）は，農産物価格支持

ボートを設立し，ボードに目標価格の設定，農産物の購入と売却，生産者価格と目標価格の差額

を生産者に支払う権限を与えた。この法律は戦後に予想される農産物価格の下落に対処するため

のもので，成立当初は臨時的な性格のものと見なされていたが，のちに１９５０年の修正により継続

されることになっ た。

　農産物価格支持法は後述するように５８年の農業安定化法（Ｔｈ・Ａｇ…ｕ１ｔｕ・・ Ｓｔ・ｂ１１１・・む・ｎ　Ａ・ｔ）の

先駆を成すものであるが，実際の機能はいちじるしく制約されていた。まず何よりも ，戦時から

戦後への移行期における臨時的措置として出てきたことから ，ボードが必要性を認めてからでな

ければ価格支持は発動されず，その適用は極めて限定されていた。しかも ，価格支持の目標が具

体的に規定されておらず，短期問にいちじるしい損失を被った場合に価格支持をするという抽象

的・ 道義的な規定にとどまっ ていた。したがって，この法律のもとでの価格支持予算の支出はご

く低い水準であ った（Ｄ．ｕｍｍ．ｎｄ ．ｔ．１ ．１９６６５３，６０）。

　（３）戦後の農業発展期

　第２次大戦後のカナタの社会的 ・経済的目標として考えられたのは，完全雇用，高い経済成長

率， 物価の安定，貿易収支の均衡，増えつつある所得の平等な分配であ った（Ｄ・ｕｍｍ・ｎｄ ・ｔ・１
．

１９６６７３）。 これらを達成するためにケインス的な経済政策が実施される中で，１９３０年代から大戦

時にかけて導入された農業政策が定着していっ たことがこの時期の特徴である 。

　一例をあげれば，１９４３年に導入されたカナダ小麦ボードによる小麦販売の一元的管理が戦時の

臨時的措置にとどまらず戦後も維持されたのは，カナダの小麦輸出の大半がイギリスとの二国問

協定によるものであ ったこと ，そして，カナダ小麦ボードによる輸出が協定の管理を容易にした

ためであ ったと ，カーターは述べている（Ｃ。れ。。，１９８２ ：３０６）。 そして，１９４９年には大麦とオーツ

の販売も一元的に管理するようになり ，現行の穀物流通システムの骨格が形成されたのである 。

３． 現代カナタ農政の基本的枠組み一１９５０年代末から８０年代まで一

　Ｄ．バ ースレ ットは１９５７年から７２年までの時期を「社会政策の展開期」であるとして，この時

期にはカナダの将来に対する期待があり ，主要な社会 ・経済問題の解決のために政府が行動すべ

きであるとの広範な合意があ ったと述べている 。カナダ経済の成長と貿易黒字，堅調なカナダド
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ルを背景に，年金，医療保険，高等教育への扶助，職業訓練などの一連の社会政策が実施された

（Ｂｅ耐ｈｅ１ｅｔ，１９８５ ：１０）ｏ

　この時期に現代カナダ農政の基本的な骨格が形成されたが，その目標は「生産と価格のリスク

を減らし，公正で安定した農業所得をもたらすことであ った」（Ｉｂｉｄ．： １０）。 ドラモンドらによれ

は， 戦後の農業政策の展開に大きな影響を及ぼし続けたのは農業生産者の低所得問題であり ，そ

れは次の３つの要因からきていると考えられた。第一に農産物の買い手と売り手の問の不均等な

力関係，第二に価格と生産の不安定性と不確実性，第三に土地 ・労働 ・資本の不十分または不適

当な利用である。ここからででくる主要な政策は，０１９５８年以降拡大する価格支持政策，　いく

つかの直接補助金，　生産者マーケティング ・ポードの奨励と州政府の牛乳ポード，＠農業復興

開発法による農村開発事業，　連邦 ・州共同の作物保険計画，であ った（Ｄｍｍｍ．ｎｄ．ｔ．１ ．１９６６５９）。

　そこで，以下では１９５０年代末から８０年代にかけての現代カナタ農政の基本的な枠組みとその特

徴を述べる 。とくに，現代カナタ農政の重要な特徴である ，価格 ・所得の安定化政策と供給管理

政策，マーケティング ・ボードに焦点を当てる 。

　ＯＥＣＤは１９８７年にｒ国家政策と農業貿易」と題して主要資本主義国の農業政策のレヒューを

行っ ているが，その国別研究のカナダについての報告書では農業政策の枠組みを次の５つに区分

している 。◎価格と所得の支持政策，　供給管理政策，　マーケティング ・ボードとマーケティ

ング政策，＠農業貿易政策，　投資 ・生産政策（ＯＥＣＤ，１９８７）。 カナダでは小麦ボードによる穀

物販売政策と穀物運賃補助金政策が重要な意味を持 っているので，それを加えて以下では，価

格・ 所得の安定化政策，供給管理政策とマーケティング ・ボード，穀物の販売 ・運輸政策，投資

政策及ぴ農村開発政策の４つの分野に分けて，その内容を検討する 。

　（１）価格 ・所得の安定化政策

　さきのＯＥＣＤ報告書によれは，カナタ農政の基本的方向は，第一に基礎的な生産単位として

の家族農場の維持，第二に多かれ少なかれ自由な市場条件の中で能率的な農業を推進すること ，

第三に不安定さや所得の低さ ，農業経営が多数で分散しているといっ た農業特有の環境を考慮す

ることである（ＯＥＣＤ，１９８７３８）。 とくに市場価格の不安定性から生産性の高い農業生産者の所

得を守るために，価格と所得の安定化政策が導入されてきた 。

　その画期を成したのが１９５８年の農業安定化法（Ｔｈ．Ａｇ．ｉ．ｕ１ｔ。。。 Ｓｔａｂｉ１ｉ。。ｔｉｏｎ　Ａ．ｔ）である 。これ

は１９４４年の農業価格支持法を修正したもので，農業安定化ボードを設立し，これを通じて指定農

産物の価格を支持することを規定している 。農業安定化ポードは，指定された９つの農産物（牛 ，

豚， 羊， バター チーズ，卵，小麦，オーツ ，大麦）の価格が過去１０年間の平均市場価格の８０％を下

回らないように，農産物を買い入れて支持するか，あるいは基準価格と市場価格との差額を直接

補助金として生産者に支払う 。ただし，小麦，オーツ ，大麦についてはカナダ小麦ボード対象地

域（プレーリー３州とブリティッ シュ ・コロンビア州のピースリバー地域）以外に限定されている 。ま

た， その他の農産物を政令によっ て随時指定することができる 。農業安定化ボードは２億５千万

ドルの回転資金から年８５００万ドルの予算を運用し，損失が出れば連邦財政から補填される

（ＯＥＣＤ，１９７３ ：２９－ ３０）。

　５８年の農業安定化法の特徴は，過去１０年間の平均価格の８０％を保証するという生産者価格の安
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定化であり ，市場価格を上回る価格水準を支持するという意味での価格支持政策ではない。また ，

同法がめざしたものは農産物価格の安定化であり ，農業所得の安定化ではないことも確認してお

かなければならない。農業安定化ボードを通じた政府の介入により ，市場変動から生じるリスク

を緩和することが目標であり ，ｒ低く吊るされたセーフティネ ソト」（Ｓｋｏｇ・ｔ・ｄ，１９９０３８）と評さ

れるようにその役割はきわめて限定されたものであり ，農産物価格の大幅な低下から自立経営を

守り経営を安定化させることを目的としている 。

　農業安定化政策に重要な修正が加えられるのは１９６０年代後半からである 。第一に，１９６６年のカ

ナタ酪農委員会（Ｔｈ．Ｃ．ｎ．ｄ１．ｎ　Ｄ．１．ｙＣ．ｍｍ。。。１０ｎ）の設立による ，加工用乳 ・クリームに対する

不足払いの開始である 。カナタの酪農政策の目標は，¢国内需要と生産のハランスをとること ，

　生産性の高い生産者に公正な収益を得る機会を与えることであり ，６０年代前半まではハターを

支持価格で買い入れていたが，過剰生産を招いたために新しい酪農政策を打ち出す必要に迫られ

ていた 。

　カナダ酪農委員会は運邦政府の公社であり ，その政策は，¢加工用乳 ・クリームヘの直接補助

金で生産者の所得を補填する ，　直接補助金支給の対象となるのは補助金受給対象割当（。ｕｂ ．１ｄｙ

．ｌｉｇｉｂｉ１ｉｔｙ　ｑ。。ｔ。）の範囲内である ，　直接補助金からの課徴金を余剰乳製品の輸出補助の財源と

する ，　カナダ酪農委員会が支持価格で余剰乳製品を購入する，というものであ った（ＯＥＣＤ
，

１９７３ ：４２）。 これによっ て加工用乳 ・クリームには価格支持に加えて直接補助金が導入され，カナ

ダ酪農委員会のもとで運用されることになっ た。 しかし，同時に注意しなければならないのは ，

酪農支持政策の対象が生産性の高い農業生産者に限られていることである。補助金受給対象割当

の適用は年問牛乳販売１万ポンド以上の生産者に限られ，それ以下の規模の生産者は補助金なし

の市場価格で販売しなけれはならず，零細規模の酪農生産者が大量に離農した 。

　その後，７０年代初めに市場分割割当（ｍ。。ｋ．ｔ一。ｈ．ｍｇ　ｑｕ．ｔ。）が導入され，現在ではこの割当の

範囲内で ，「収益調整方式（。。ｔ．ｍ。。ｄｊ。。ｔｍ。。ｔ　ｆ．ｍ．１。）」によっ て決められた目標価格に達するま

で直接補助金を支払うことにな っている 。収益調整方式は，消費者価格の変化（３５％），投入財

経費の変化（４５％），その他の要因（２０％）一在庫水準，他国の生産者収益，加工経費，割当の市

場価値一によっ て設定される 。加工用乳の価格支持政策は，供給管理政策や輸入制限などの貿易

政策と切り離せないものであり ，それらによっ て価格支持の実行が保証されている（ＯＥＣＤ ，

１９８７ １４１）。 なお，飲用乳については全国共通の価格支持政策はなく ，州ごとに設立されたマーケ

ティング ・ボードが供給管理と価格設定を行 っている 。

　農業安定化政策における第二の重要な変化は，１９７５年の農業安定化法修正である 。７５年の農業

安定化法は，指定農産物（牛，豚，羊，加工用乳，加工用クリーム，とうもろこし，大豆，カナダ小麦ボ

ード対象地域外のオーツと大麦）の価格が過去５年問平均の９０％を下回らないように支持を行うと

いうものである 。そこでは指定農産物の見直しが行われるとともに，最低保証価格設定の基準が

「過去１０年問の平均価格の８０％」から「過去５年問の平均価格の９０％」へと修正され，セーフテ

ィネ ットの底上げが図られている 。より注目すべきことは，農場の現金経費支出の変化率によっ

て調整した最低保証価格を使用していることである 。これは７０年代前半の猛烈なインフレによる

農業投入財価格の高騰への対処であるが，それによっ て単なる価格の安定化から「現金経費と農

産物販売収入との問のマージンの安定化」へと意味が変わ ったのである（ＯＥＣＤ，１９７８ ：２９）。 換
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言すれば，この修正により農業所得の安定化の考え方が初めて導入されたといえよう 。

　第三の変化は，１９７６年の西部穀物安定化法（Ｔｈｅ　Ｗｅ．ｔｅｍ　Ｇ。。ｍ　Ｓｔａｂ１１１．ａｔ１ｏｎ　Ａ．ｔ）によるプレー

リー３州の穀物生産者に対する所得安定化政策の導入である。この法は，カナタ小麦ボード対象

地域の小麦，オーツ ，大麦，ライ麦，ナタネ，アマニ，マスタードについて，それらの現金収入

総額が過去５年間の平均を下回らないように保証するためのものである。この事業への参加は生

産者の自由であり ，加入者と連邦政府が１対２の比率で基金を拠出し，加入者への支払いは拠出

額に比例して行われる 。ただし，加入者の受取り金額は上限６万ドル（８７年）までに制限されて

いる 。ちなみに，１９８１年現在で対象地域の穀物生産者の７５％が加入していた（ＯＥＣＤ，１９８７４１）。

　農業安定化法ではカナダ小麦ボード対象地域の穀物は安定化政策の対象になっ ていなかったが，

西部穀物安定化法はこれらの地域の穀物生産者をも安定化政策の対象に組み込もうとするもので

あり ，参加自由 ・生産者の拠出金負担という限定があるとはいえ，安定化政策がカナダのすべて

の地域をカバーすることを意味した 。

　なお，西部穀物安定化法は１９８０年代後半の国際穀物価格の低下の中でその支出が大きく増え ，

また穀物生産者の側から見ての不備も指摘されて，１９９１年からＧＲＩＰ（Ｇ・ｏ・・ Ｒ・ｖ・ｎｕ・Ｉｎ・ｕ・・ｎ・・

Ｐ１．ｎ，粗収入保証制度）とＮＩＳＡ（ＮｅｔＩｎ．ｏｍ． Ｓｔａｂ１１１．ａｔ１ｏｎ Ａ。。ｏｕｎｔ，純所得安定化基金）という新し

い安定化政策に移行している（ＧＲＩＰ及びＮＩＳＡの概要については，泥谷 ・西入，１９９１ ：３６－４５，に紹介

されている）。

　（２）供給管理政策とマーケティンク ・ホード

　カナダの供給管理政策は，７０年代に酪農部門と家禽 ・卵部門で発展してきた。その重要な契機

は， ６０年代末から顕在化したこれらの農産物の過剰問題であり ，その結果起こっ た鶏肉と卵の取

引をめぐる州間の紛争であ った。ここでは酪農部門と家禽部門とを分けてそれぞれの供給管理政

策を説明しよう 。

０酪農部門

　カナダの酪農政策は飲用乳と加工用乳 ・クリームとで異なっ ている 。飲用乳の生産と価格形成

は各州ごとに高度に規制されており ，州ごとに組織された牛乳マーケティング ・ボードが飲用乳

の割当を生産者に配分している。飲用乳市場が州ごとに規制されているのは，牛乳の腐敗しやす

い性質から地域ごとに市場が形成されてきたためである 。

　ケベッ ク州に次ぐ第二位の牛乳生産州であるオンタリオ州を例に取ると ，１９６５年設立のオンタ

リオ牛乳マーケティング ・ポード（ＯＭＭＢ）が１日あたりの牛乳生産量を基礎に飲用乳の割当を

生産者に配分し，生産者はＯＭＭＢ以外には牛乳を出荷してはならず，毎日の割当を満たす義務

を負 っている 。飲用乳割当の範囲内であ っても ，市場の必要量を超える場合は超過分が加工用乳

として販売される 。この市場必要量はｒ支払比率（Ｐ・ｙｏｕｔｐ・…ｎｔ・ｇ・）」と呼はれ，州全体の飲用

乳販売量を基礎にして毎月設定され，この部分に対して生産費調査をもとに算出された飲用乳価

格が支払われる 。ただし１９８３年以降，生産費調査の対象となるのは生産性の高い上位７５％の牛乳

生産者に限定されている（Ｔｈ・Ｏｎｔ・ｍ　Ｍ１ｌｋ　Ｍ
・・

ｋ・ｔｍｇ　Ｂｏ・・ｄ， １９８８）。

　これに対して加工用乳 ・クリームの場合は，さきに述べたように１９６６年のカナダ酪農委員会設

立以来，全国共通の供給管理政策が行われてきた。カナダ酪農委員会は１９６７年から補助金適用割
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当を行い，それまでの販売量を基礎にして生産者に加工用乳の割当を配分し，この割当量を対象

に直接補助金を支給してきた。しかし，この方式のもとでは，飲用乳生産者が飲用乳の割当を超

過した牛乳を加工用乳として販売することへの規制がなかったので，加工用乳の過剰対策として

は大きな限界があ った（Ｓｋｏｇ・ｔ・ｄ，１９８７ ：１０３）。

　そこで，飲用乳と加工用乳の双方の生産者を含めて，加工用乳の供給管理を行うための包括的

な販売計画が構想された。これが加工用乳の市場分配制（ｍ。。ｋ．ｔ一。ｈ．ｍｇ．ｙ．ｔ．ｍ）である 。１９６９年

にカナタ酪農生産者協会（Ｄ．１．ｙ　Ｆ．ｍ。。。ｏｆ　Ｃ．ｎ．ｄ。）が提起したこの構想にもとづいて，翌７０年に

カナダ酪農委員会とオンタリオ ，ケベッ クの牛乳マーケティング ・エ ージエンシーとの間で包括

的な牛乳販売計画の発足が合意され，７４年までにニューファウンドランドを除くすべての州がこ

の計画に参加した 。

　加工用乳の供給管理は連邦と州とが締結した全国牛乳販売計画として遂行され，カナダ酪農委

員会と各州の生産者及ぴ政府代表から構成されるカナタ牛乳供給管理委員会（Ｔｈ．Ｃ．ｎ．ｄ１．ｎ　Ｍ．１ｋ

Ｓｕｐｐ１ｙ　Ｍ．ｎ．ｇ．ｍ．ｎｔ　Ｃ．ｍｍ１廿。。，ＣＭＳＭＣ）がこの計画を運営する 。ＣＭＳＭＣは乳製品の需要量を

推定し，これに５％の余裕分を加えて全国の市場分配割当（ｍ。。ｋ．ｔ．ｈ．ｍｇｑｕ。伽，ＭＳＱ）を設定す

る。 そこから乳製品の輸入割当量を差し引いたものが実際の加工用乳割当である。この全国割当

が各州に配分され，さらに州はそれぞれの割当政策にもとづいて個々の生産者に割当を配分する

（Ｃａｎａｄ１ａｎ　Ｄａｌｒｙ　Ｃ
ｏｍｍ１ｓｓ１ｏｎ

，１９８８－８９　５）。

　　　　　　　　　　　　　　表１　加工用乳の市場分配割当（ＭＳＱ）

牛乳相当量（１００万リットル） 同構成比（％）

１９７４ －７５ １９７６ －７７ １９７９ －８０ ユ９８８ －８９ １９７４ －７５ １９７６－ ７７ １９７９ －８０ １９８８ －８９

ＰＥＩ ９４ ６４ ８６ ８９ １． ６ １． ４ １． ９ １． ９

ＮＳ ５５ ５４ ５５ ６３ ０． ９ １． ２ １． ２ １． ３

ＮＢ ６０ ５９ ６１ ６２ １． Ｏ １． ３ １． ３ １． ３

ケベッ ク ２， ７６５ ２， ２２８ ２， １９２ ２， ２５２ ４６ ．１ ４８ ．３ ４７ ．９ ４７ ．５

オンタリオ
１， ９１２ １， ４５５ １， ４３２ １， ４７４ ３１ ．９ ３１ ．５ ３１ ．３ ３１ ．１

マニトバ ２６４ １８１ １７８ １８４ ４． ４ ３． ９ ３． ９ ３． ９

サスカチ ュワン １９９ １１５ １１９ １２２ ３． ３ ２． ５ ２． ６ ２． ６

アルバータ ４８６ ３１２ ３０７ ３１５ ８． １ ６． ８ ６． ７ ６． ６

Ｂ． Ｃ． １５６ １４４ １４２ １８３ ２． ６ ３． １ ３． １ ３． ９

カナダ計 ５， ９９２ ４， ６１２ ４， ５７２ ４， ７４３ １００ ．Ｏ １００ ．Ｏ １００ ．Ｏ １００ ．Ｏ

資料）Ｖ．ＭｃＣｏｍｉｃ ｋ， １９８０ １３

　　Ｔｈｅ　Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｄａｉｒｙ　Ｃ ｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，１９８８ －８９ ：５

　７４年の制度発足当初においては，１９６９～７０年度の生産者の出荷量または補助金適用割当の多い

方を基礎にしてＭＳＱを設定しており（Ｍ．ｃ。。ｍｉ． ｋ， １９８０ ：３） ，ＭＳＱ合計の５９．９億リットル（生乳

相当量）は実際の需要量をかなり上回 っていた。しかし，その後ＭＳＱは大幅に削減され，７６年

度以降はほぼ需要量に見合う４６億から４８億リットルで推移している 。ＭＳＱの各州への配分を示

したのが表１であり ，１９８８～８９年度ではケベッ ク州が４７ ．５％，オンタリオ州が３１ ．１％とこの２つ

の州が全体の８割近くを占めており ，この比率は７４年以来ほとんど変わ っていない 。

　　家禽 ・卵部門

　次に家禽 ・卵の供給管理政策を述べることにしよう 。６０年代後半に，卵と鶏肉のマーケティン

ク・ ホードが各州で設立され，その多くが生産者への割当によっ て州内市場の供給管理を実施し
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てきた。ところが，６０年代末から農産物過剰問題が激しくなる中で，州問の貿易紛争いわゆる

ｒ鶏肉 ・卵戦争（Ｃｈ・・ｋ・ｎ－Ｅｇｇ　Ｗ…）」を引き起こした。いくつかの州のマーケティング ・ポード

が他の州からの移入を制限し，これに対抗して報復措置を取る他の州との間で深刻な対立を引き

起こした（Ｖｅ．ｍａｎ．ｎｄＬｏｙｎ。，１９７９６３）。

　この事件を契機に，全国的なマーケティング計画と組織の設立が検討されるようになり ，１９７２

年の農産物マーケティング ・エ ージェンシー 法（ＦａｍＰ・ｏｄ・・ｔｓ Ｍ・・ｋ・ｔｍｇＡｇｅ・ｃ１ｅ・ Ａ・ｔ）につなが

っていく 。この法律は全国マーケティング計画の導入とそれを運営するマーケティング機構の設

立を認めており ，それにもとづいて設立された全国マーケティング ・エ ージェンシーは，鶏卵

（１９７２年） ，七面鳥肉（１９７３年），鶏肉（１９７８年），ブロイラー ふ化卵（１９８６年）の４つである 。ここで

は鶏卵と鶏肉の全国マーケティング ・エージェンシーについて，その概略を述べておきたい（詳

しくは，松原，１９９１ ，を参照）。

　カナタ鶏卵マーケテイング ・工 一ジェンシー（Ｃａｎａｄｌａｎ　Ｅｇｇ　Ｍａｒｋｅｔｍｇ　Ａｇ・ｎ・ｙ，ＣＥＭＡ）は１９７２

年に設立された，カナタで初めての全国マーケティング ・エージェンシー である 。ＣＥＭＡの理

事会は，各州のポード代表（生産者）１０名と ，連邦農務相指名の２名（うち１名が議長）の合計１２

名で構成されている 。ＣＥＭＡの目的は，「（１）生産者収益の極大化，（１１）新製品と新市場開発による

生産の拡大，伍う公正な価格で消費者に良質の鶏卵を供給することであり ，そのために鶏卵の生産 ，

価格形成，分配，処分を効率的に管理し，鶏卵の販売を促進すること」である（ＣＥＭＡ，１９９０ ：２）。

それを達するために，¢全国供給量の規制，　生産者価格の設定，　食卓用鶏卵市場における余

剰卵の処理，　鶏卵の消費拡大，　州間取引及び輸出入に携わる業者の許可，を行 っている 。

　ＣＥＭＡは年間の鶏卵総供給量を決定し，各州の鶏卵マーケティング ・ボ ードに生産割当

（ｐ．ｏｄｕｃｔｉｏｎｑｕｏｔ。）を配分している 。ＣＥＭＡ発足当初の各州の生産割当は，１９６７～７１年の５年問

の平均生産量を基準として設定されており ，州ことの割当量の配分はそれ以降ほとんど変化がな

い。 この生産割当に対して，生産費算式（Ｃｏ．ｔｏｆ　Ｐ．ｏｄｕｃｔ．ｏｎＦｏｍｕ１ａ）にしたがって鶏卵の生産者

価格が設定される 。

　次に鶏肉の供給管理である。カナタ鶏肉マーケティング ・エ ージェンシー（Ｃ・ｎ・
ｄ１・ｎ Ｃｈ１・ ｋ・ｎ

Ｍａ．ｋｅ七ｎｇ　Ａｇｅｎｃｙ，ＣＣＭＡ）は１９７８年に設立され，アルハータを除く９州のマーケティング ・ボー

ドから構成されている。理事会の構成は，ＣＥＭＡと同様各州のボード代表（生産者）と農務相指

名の２名（加工業者と消費者の代表）である 。

　ＣＣＭＡの政策目標は「生産者，流通業者，消費者の利益を考慮しつつ，鶏肉の生産 ・販売の

効率性と競争力の向上を促すこと」であり ，これを達するために次のような活動を行 っている 。

¢鶏肉の生産及び販売割当にもとづくマーケティング計画の実施，　全国割当総量を州マーケテ

ィング ・ボードに配分するシステムの設定，　州ボードから鶏肉生産者への割当配分の監督，＠

州間取引及び輸出に携わる業者への免許発行と州間取引の監督，　他の州へのダンピングの防止 ，

＠鶏肉生産者価格の基準となる全国生産費算式の開発及ぴ調査，¢鶏肉の新しい用途と輸出市場

の開発（Ｌａｎｅ１９８２３１）。

　ＣＣＭＡは供給管理計画を運営するために，１年を６期に分けて総割当量を決定し，各州にこ

れを配分する 。生産，加工　流通などの各界代表から構成される供給管理委員会が総割当量につ

いて勧告を出し，理事会がこれを考慮して決定する。州ボードが割当を超えて生産した場合には ，
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ＣＣＭＡが数量及び金額のペナルティーを課すことになっ ている 。なお，アルバータ州のブロイ

ラー 生産者マーケティンク ・ホートはＣＣＭＡには参加していないが，ＣＣＭＡと年間協定を結

んで供給管理計画に加わ っている 。

　鶏卵とは異なり ，各州のマーケティンク ・ボートが鶏肉の生産者価格を設定する 。ＣＣＭＡの

役割は，生産費算式の開発とそれにもとづく生産費調査を２年に１回の割合で実施することであ

る。 各州のホートは，生産費調査の結果を基礎とするが，同時に需給動向をも考慮して生産者価

格を決める 。

　以上が酪農，鶏卵，鶏肉の供給管理政策のあらましであるが，いずれもマーケティング ・ボー

ド（工 一ジェンシー）がその中できわめて重要な役割を果たしている 。加工用乳市場では ，

ＣＭＳＭＣが設定した市場分配割当を各州の牛乳マーケティンク　ホートが生産者に割り振 って

おり ，カナダ酪農委員会と各州の牛乳ボードが加工用乳の供給管理計画を共同で運営していると

いえる 。飲用乳市場では州の牛乳マーケティング ・ボ ードが，州ごとに供給管理を行 っている ・

また鶏卵と鶏肉では，それぞれの全国マーケティング ・エ ージエンシーが供給管理計画を立てて

運営している 。

　マーケティング ・ボードは政府機関や公社ではなく ，政府から機構的 ・財政的に独立しており

農業生産者の代表によっ て運営される販売組織である 。ただ　般の農業協同組合と違うのは，そ

れが当該地域（州）の生産者の投票によっ て設立され，特定の農産物のすべての生産者を拘束す

る権限を政府から委託されていることである 。政府機関ではないが政府から法的権限を委ねられ

た生産者の販売組織が酪農，鶏卵，鶏肉の供給管理を担 っていることが，カナタの農業政策のユ

ニークな点である 。

　供給管理を支えてきたもう一つのカギは，貿易政策とくに輸入割当である 。鶏卵，鶏肉，七面

鳥肉，チーズには，国内生産または国内需要量の数％の比率で輸入割当が設定されていた 。１９８９

年発効の米加自由貿易協定においても ，輸入割当比率の若干の上積みがあ ったとはいえ，これら

の品目の輸入割当制は貿易自由化の例外事項として維持された。国内での供給管理政策が機能す

るためには一定の国境措置が不可欠であり ，供給管理と貿易制限とが一体のものとして運用され

てきたのである 。

　（３）穀物の販売 ・運輸政策

　カナダは世界有数の穀物輸出国であり ，プレーリー３州産の穀物をいかに効率的にかつ生産者

に公正な機会を保証して販売するかに関わる政策が重要な意味を持 っている 。１９３５年に設立され

た連邦政府の公杜であるカナタ小麦ホート（Ｔｈ．Ｃ．ｎ．ｄ１．ｎ　Ｗｈ。。ｔ　Ｂ
ｏ。。ｄ）がプレーリー３州産の

小麦と大麦の販売を一元的 ・独占的に管理しており（国内飼料用と地場取引を除く），主要穀物の販

売を政府機関がコントロールしている点で，同じ北米大陸にあ ってもアメリカとは大きく異なる

独自の穀物マーケティング ・システムを形成 ・運用している ・

　カナダ小麦ボ ードは連邦政府の公社（。。ｏｗｎ．ｏ．ｐ。。。ｔｉ．ｎ）であり ，生産者の委託を受けて指定

地域（プレーリー３州とブリティッ シュ ・コロンビア州のピースリバー地域）の穀物を販売 ・輸出する

ための機関である 。カナダ小麦ボード法は，ボードの基本的責任を次のように規定している
。（：Ｄ

出荷された小麦 ・大麦を生産者にもっとも有利に販売すること ，　連邦政府が設定し保障する
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「当初支払い価格」を生産者に提供すること ，　出荷した同量 ・同　等級の穀物に対して，すべ

ての生産者が同じ収益を得られるように同一穀物の販売価格を「プール」すること ，　それぞれ

の生産者が利用できる市場の公平なシェアを得られるように，割当（ｑｕｏｔａ）によっ て出荷を均等

化すること ，　穀物の取扱 ・運輸施設の最大限の利用のために，販売の委託に見合うだけの穀物

の積み出しを組織すること（Ｗ１１．ｏｎ，１９７９６５）。

　つまり ，カナタ小麦ポードの使命は，生産者にできるだけ高い収益を実現するとともに，市場

への公平なアクセスを保障することである（Ｓ．ｈｍ．ｔ．ａｎｄ　Ｆｕ肘。ｎ，１９９０３６１）。 そのために，指定地

域産の小麦 ・大麦（国内飼料用を除く）を一元的に集荷 ・販売する権限をもち，販冗収入を価格プ

ール方式によっ て生産者に分配している 。ただし，小麦ボードは穀物エレベーターなどの物流施

設を所有しておらず，農業協同組合や穀物商社に穀物の取扱業務を委託している 。

　ここでは，カナダ小麦ボードの一元的販売システムの特徴を ，出荷割当（ｄ・１ｉｖ・・ｙ　ｑｕ．ｔ。）と価

格プール方式（ｐ．１。。ｐｏｏ１ｍｇ．ｙ．ｔ．ｍ）に焦点を当てて述べておきたい。１９９２年までは，出荷割当

がプレーリー３州産の小麦，大麦，オーツ ，ライ麦，カノーラ ，アマニの主要６作物に適用され ，

生産者が毎年申請する作付予定面積にもとづいて出荷割当が行われていた（Ｗｉ１、。ｎ，１９７９ ：

２４３－２４９）。 ただし，９２年１２月にカノーラ ，アマニが，また９３年７月にはライ麦，オーツ ，飼料用

小麦 ・大麦が出荷割当の対象から外され，９４～９５作物年度からは出荷割当を廃止して，全面的に

出荷契約（ｄ・１１…ｙ・ｏｎｔ…ｔ）に移行する予定になっ ている（Ｃ・ｎ・ｄ
１・ｎ Ｗｈ・・ｔＢ…ｄ１９９３）。

　作付が始まる前（例年は４月）に，連邦政府は当初支払い価格を小麦 ・大麦の等級別に提示す

る。 これが，生産者がカナタ小麦ポードに穀物を出荷するさいに受け取る価格で，事実上の最低

保障価格として機能している。小麦ボードが穀物を販売して得た収入はプールされ，管理経費 ・

利子支払いなどを控除した上で，当初支払い価格を超える収益があ った場合は，中問支払い

（ｍｔｅｎｍ　ｐａｙｍ．ｎｔ）または最終支払い（６ｎ．ｌ　ｐ．ｙｍｅｎｔ）として出荷量に応じて生産者に分配する
。

当初支払い価格は穀物の国際市況を勘案してやや低めに設定されるが，穀物価格が大幅に下がっ

て小麦ボードが赤字を出した場合は違邦政府の財政から補填される（Ｓ．ｈｍ１ｔ。。ｎｄ　Ｆｕ．ｔａｎ，１９９０

３６７－ ８）。 こうした価格プール方式によっ て， 穀物の出荷時期と出荷地点にかかわりなしに，同じ

等級の穀物の同一出荷量に対して等しい価格支払いを保障している
。

　穀物主産地であるプレーリー３州から積み出し港までは２千数百キロにおよぶ鉄道輸送によら

なければならない。カナダの農業政策においては，穀物の輸送をどのように円滑に行うかが重要

な問題であり ，ここに穀物運賃補助金政策が議論の的になる理由がある。プレーリー３州産穀物

の運賃は一般貨物の３分の１程度に抑えられており ，その差額を連邦政府が鉄道会社に補助金と

して支払 っている。これがいわゆるクローズネスト ・パス運賃協定（Ｃｒｏｗ
’ｓ

ＮｅｓｔＰａ。。

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）と呼はれるもので ，もともとは１８９７年にロソ キー山脈越えの鉄道建設にさいして ，

鉄道会社が連邦政府に資金援助を要請し，その条件として穀物運賃を割り引きすることを取り決

めたことから始まっ た。 その後，穀物運賃の割引差額部分を連邦政府が補助金として支払うよう

になり現在にいた っている 。

　この鉄道運賃補助金は毎年膨大な額に上 っており ，８０年代初めからその改革が議論され，１９８３

年の西部穀物輸送法（Ｔｈ．Ｗ。。ｔ．ｍ　Ｇ。。ｍＴ。。ｎ．ｐ。。ｔ．ｔ１．ｎ Ａ．ｔ）では鉄道会社への補助金を年間６６

億ドルに固定している（Ｓ．ｈｍ１ｔ。。ｎｄ　Ｆ耐。ｎ，１９９０３７８－９）。 また，畜産の生産者団体からは鉄道運

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１１０４）
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賃補助金を農業生産者全体に直接支給すべきであるという要求が出されており ，激しい論争の的

になっ ている 。

（４）投資政策と農村開発政策

　投資 ・生産や構造調整の分野においては，カナダ農政の特徴というものはあまりみられない 。

ヨーロソパや日本のような独自の農業構造政策というものがほとんとなか ったためであり ，ここ

では農業金融政策と農村開発政策に言及すれば十分であろう 。

　カナタの農業金融政策は，１９２７年のカナタ農業融資法（ＴｈｅＣ。。。ｄ１。。Ｆ．ｍＬ。。。。 Ａ．ｔ）に始ま

る。 この法律は長期抵当資金を農業生産者に競争的な金利で提供するもので，その内容は１９５９年

の農業金融法（Ｔｈ．Ｆ．ｍ　Ｃ。。ｄｉｔＡ．ｔ）に引き継がれ，農業金融公社（Ｆ．ｍＣ。。ｄ１ｔＣ。。ｐｏ。。ｔｉｏ。）を

設立して農業生産者への融資を行 っている 。

　連邦政府による農業金融としては次の３つがあげられる 。第一に，農業金融公社による長期抵

当信用であり ，農地購入，施設の新築　改築，家畜　機械の購入，負債の償還なとに融資される 。

償還期問は３０年までで，８９年現在の融資限度額は３５万ドル（複数申請の場合は６０万ドル）である 。

　第二に，１９６５年の農業機械組合法（ＴｈｅＦａｍＭ．ｃｈｍ。。ｙ　Ｓｙ．ｄ１．ａｔ。。 Ａ．ｔ）による ，農業機械 ・施

設を共同で購入 ・使用する３人以上のグルー プに対して農業金融公社が行う融資である 。融資限

度額は購入費用の８０％までの枠内で，１人あたり１万５千ドルまたは合計１０万ドルのどちらか少

ないほうである 。償還期間は建物 ・固定施設は１５年まで，可動機械は７年までである（Ｆ．ｍＣ。。 一

ｄｉｔ　Ｃ。。ｐｏ。。ｔｉ．ｎ，１９８９ ：１－２）。 農業金融公社の融資の中心は長期信用であり ，農業機械組合法によ

る融資はごく一部である 。

　第三に，１９４４年の農場改良融資法（ＴｈｅＦ・ｍＩｍｐ・ｏ・ｅｍ・・ｔＬｏ… Ａｃｔ）による中期 ・短期融資へ

の連邦政府の信用保証である 。これは農業生産者に融資保証を与えて，市場の変動による短期的

な資金欠損から生産者を守るためのもので，銀行その他の指定金融機関による中期 ・短期の融資

について連邦政府が融資損失の１０％まで補填する 。この融資の６割以上が農機具の購入目的であ

り， ６０年代末までは重要な役割を果たしてきたが，７０年代以降は中期信用に占める比率は大きく

低下している 。

　次に農村開発政策について述べよう 。この分野での政策の導入は，１９３５年のプレーリー 農場復

興法（Ｔｈ・Ｐ・・１・１・ Ｆ・ｍＲ・ｈ・ｂ１１１ｔ・ｔ１ｏ・ Ａ・ｔ）が初めてであろう 。これは３０年代におけるプレーリー

３州の干ばつと不況への対策として，土地利用調整と水資源開発プロジェクトを実施しようとい

うもので，個々の生産者への直接援助に加えて，州 ・自治体との協力事業を実施するところに特

色があ った。財政支出の７割が水資源開発に投入され，４０万ｈａの農地に灌概用水を供給する

５５００のプロジェクトが実施された。もうひとつの柱は土地利用計画のもとでの共同放牧地開発事

業であり ，約１８万頭の牛を放牧する９７万ｈａの共同放牧地が新たに設けられた（ＯＥＣＤ，１９７３５６）。

　その後，１９４８年に大西洋岸地域の農地開発を目的とする沿海州沼沢地復興法（Ｔｈ．Ｍ。。１ｔｍ．

Ｍ。。。ｈ１．ｎｄ　Ｒｅｈ．ｂ１ｌｌｔａｔ．ｏｎ　Ａ．ｔ）にもとづく事業が実施されたが，いずれも地域を限定しての施策で

あり ，カナダ全体を対象とする農村開発政策の導入は１９６１年の農業復興開発法（Ｔｈ．Ａｇ．ｉ．ｕ１ｔ。。。

Ｒｅｈａｂ１１１ｔａｔ１ｏｎ．ｎｄ　Ｄ．ｖ．１．ｐｍ．ｎｔ　Ａ．ｔ）であ った。これは，¢農村地域における経済調整，　農村の

所得と雇用の改善，　農村の生活水準向上をめざして，低所得を改善するための調査研究の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１１０５）
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と行動計画を作成することとしている 。３つのタイプのプロジェクトが設定されており ，第一に

限界的 ・準限界的な土地の効率的な利用，第二に所得と雇用機会を改善するための農村開発，第

三に水資源と土壌資源の開発と保全である 。具体的には，放牧地の開発，排水設備，水資源の保
全， 土壌の保全，観光開発，レクリェ ーシ ョン開発，地域産業の確立，農場内の森林の利用など

多種多様であり ，州と連邦の共同事業として実施される（Ｄ．ｕｍｍｍｄ ．ｔ．１ ．１９６６６４－６５）。

　こうした事業が出てきた背景には，１９６０年代以降，農業調整 ・開発政策が農村住民の福祉全体

を改善する手段として注目され，全般的 ・包括的な農村開発計画に重点がおかれるようになっ た

ことがある（ＯＥＣＤ，１９７３ ：５５）。 価格支持や信用供与などによる所得の増加だけではなく ，農村

地域全体の所得と雇用の改善を図ろうという考え方である。６０年代末には地域政策の必要性が強

調される中で，地域経済拡充省（Ｔｈｅ　Ｄｅｐａ．ｔｍ．ｎｔｏｆＲ．ｇ１ｏｎ．１．ｎｄ　Ｅ．ｏｎｏｍ１ｃ　Ｅｘｐ．ｎ。。ｏｎ）が設けられ
，

農業復興開発法による事業は農務省から地域経済拡充省に移管された
。

　（５）農業財政の推移と構成

　この節の最後に農業財政の面から ，カナダ農政の動きをあとづけておこう 。図１はカナダ農務

省予算の推移を１９７１年ドル価格で実質化して示したものである 。１９３０年代までごく小さい規模で

あっ た農業予算が大きく膨張するのは第二次大戦時と ，１９５０年代末の２つの時期である 。第二次

大戦時にいっ たん３億ドル（７１年価格）近くまで増えた農業予算は，戦後になると減少し１億ド

ル台を推移している 。

　１９５０年代末からの農業安定化政策の導入とともに農業予算は急速にふくれあがり ，１９５７年度の

１． ４億ドルから６１年度には４億ドルヘと３倍近くに増えた。その後も増減の波はあるが７７年度ま

では全体として増加の趨勢をたどっている 。さきに述べたように，５０年代末から７０年代後半まで

は農業安定化政策と供給管理政策を中心に農政が展開した時期であり ，それに見合って農業予算

図１　カナダ農務省予算の推移
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　　　　　　　　　　　　　　図２　連邦政府の農業 ・食糧関連予算
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も実質増加を続けたのである 。農業予算の実質額でのピークは１９７７年度であり ，それ以降は抑制

が続いている 。カナダの国家財政の危機が深刻化するのが７０年代末からであり ，７９年には国営企

業の民営化などの政策が打ち出され，農業予算もこれ以降は価格 ・所得支持関係の支出が大きく

削減され，厳しく抑制されている 。

　図２は農務省だけでなく他の省庁の農業 ・食糧関連予算も含めて，連邦政府の農業 ・食糧関連

予算全体の構成を示したものである 。たとえば，プレーリー３州産の穀物運賃補助金は運輸省の ，

また食糧援助は外務省の，農村開発事業の多くは地域経済拡充省の管轄であり ，農務省予算だけ

を見ていたのではカナダ農政の全容をとらえることはできないのである 。図２が示していること

は， 運邦の農業 ・食糧関運予算全体に占める価格 ・所得支持支出の比率が７４年度をピークとして

低下し続けていることである 。とくに７７年度以降の比率低下は顕著であり ，７７年度の３７％から８２

年度には１９％にまで下がっている 。

　価格 ・所得支持関係支出の中で最大の費目はカナダ酪農委員会による加工用乳生産者への支払

いであり ，価格 ・所得支持関係支出の５割から６割を占めている 。これに次いでいるのが，西部

穀物安定化計画と農業安定化ボードである（Ｒｏｄｉｅ。，１９８５ ：４０ －４５）。 こうした政策は生産性の高い

農業生産者に一定の経営安定の見通しを与えてきたが，７０年代末からの農業予算，とりわけ価格

支持関係予算の実質抑制によっ てこうした生産者も厳しい状況に直面し，いっ そうの規模拡大を

追求するのか，あるいは脱農化 ・兼業化するかの岐路に立たされるであろう 。
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４． ８０年代の政策環境変化と新しい農業 ・食糧戦略

これまで現代カナダの農業政策の展開とその基本的枠組みを述べてきた。最後に，８０年代後半
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におけるカナタ農政の見直しを促している諸要因と連邦政府の新しい農業 ・食糧戦略にふれて結

びとしたい 。

　１９８０年代後半から ，これまでのカナダ農政の枠組みに対して見直しを迫る要因がいくつかあら

われてきた。Ｇ．スコグスタ ッドはそれを国際的要因と国内的要因に分けて整理している。国際

的な側面では，アメリカとＥＣとの「穀物補助金戦争」が激化し，アメリカで保護主義が台頭す

る中で米加問の貿易紛争が頻発するようになっ た。 こうした事態はカ ソト農業交渉や米加自由貿

易協定の成立を促す要因となり ，ここに米加間あるいは多国間の貿易交渉からカナダ国内の農業

生産者，州政府，連邦政府の関係の再調整が迫られてくる 。それは意志決定過程の変更に導き ，

伝統的な政策手段を脆弱なものにする 。

　国内的な要因としては，第一に１９８４年の総選挙で進歩保守党が政権につき ，財政赤字の削減 ，

緊縮財政，州政府との協調，国家介入を減らして市場主導経済に関与することを優先する目標を

掲げたことである 。第二に，農政の意志決定がこれまでの農務省主導型から内閣主導型に変わ っ

てきたことである 。第三の国内的要因は，農業生産者団体の組織力の低下，とくにカナダ農業評

議会（Ｃ．ｎ．ｄ１．ｎＦ．ｄ。。。ｔ１．ｎ．ｆＡｇ．１．ｕ１ｔｕ。。）の求心力の低下である 。ケベソ クの農業生産者団体が強

い組織力を維持していることを別とすれは，農業生産者に理念と経済的目標を示して結束させる

力量が低下していることである（Ｓｋｏｇ・ｔ・ｄ，１９９０ ：４６－５０）。

　以上のような変化を背景にして，連邦政府は９０年代の新しい農業 ・食糧戦略の策定に着手した 。

１９８９年１１月 ，農務省は「ともに成長するために一カナダの農業 ・食糧産業の将来構想一」

（Ｇ・・ｗｍｇＴ・ｇ・ｔｈ
・・ ＡＶ

１・１ｏｎ　ｆｏ・ Ｃ・ｎ・ｄ・ ’・ Ａｇ・１－ｆｏ・ｄ　Ｉｎｄｕ・廿ｙ）と題する９０年代の農業 ・食糧戦略作

りへの基本方向を示す報告書を公表した 。

　そこでは，カナダの農業 ・食糧関連産業の現状を概説したうえで，農業 ・食糧政策の再検討が

必要になっ た理由として，○国内 ・国際市場の変化，　技術の変化，　９０年代の農業経営の要求
，

＠環境問題をあげている 。とくに強調されているのが第一の国内 ・国際市場の変化であり ，国内

需要全体の停滞と消費構造の変化，国際市場での競争の激化，ＥＣや途上国での食糧増産，米加

自由貿易協定とカ ソト交渉による貿易ルールの変化といっ た諸要因をあげて，カナタの農産物輸

出が穀物 ・油糧種子への偏重から脱して多角化 ・高付加価値化を進める必要があること ，国内市

場では食品加工業の要求に対応してコスト低減とリスク管理の必要性を訴えている（Ａｇ．１．ｕ１ｔｕ．ｅ

Ｃａｎａｄａ，１９８９　２４ －３１）◎

　そして，カナダの農業 ・食糧政策を改革するための重要課題として次の４点を指摘している 。

第一に，市場対応力の強化で，消費動向の変化と技術革新に対応できる柔軟性を持つことである 。

第二に，農業 ・食糧部門の自助自立の促進である 。第三に，地域の多様性をふまえた上で農産物

や地域による不均衡のない全国的政策を確立すること 。第四に，環境持続性の増大である
（Ｉｂ１ｄ　３４ －３６）。 その上で，報告書は，¢マーケティンク ，貿易発展及ぴ付加価値生産，　家族農

業経営の資金調達と経営管理，　セーフティ ・ネ ソト ，＠供給管理，　農産物運輸問題，＠食品

の安全と品質，¢持続的な農業発展，の７項目について政策検討の基本点を整理している 。

　以上のような農業 ・食糧戦略の検討の中でどのような政策が具体化されているか，またガ ット

農業交渉の結果，輸入割当制が廃止され「関税化」されたことが供給管理政策にどのような影響

を及ぼしているか，こうした点を検討することは今後の研究課題である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１１０８）
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２０８ 立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

カナダ農政略年表

国家の形成（１８６７～１９２９）

１８７２　自治領土地法（Ｔｈｅ　Ｄｏｍｍ１ｏｎ　Ｌａｎｄｓ　Ａｃｔ）入植者に１６０工 一カーの土地を供与するとともに，鉄道会

　　社に沿線両側２０マイルの土地を提供 。

１８８６農事試験場法（ＴｈｅＥｘｐｅｒｍｅｎｔａｌＦａｍＳｔａｔｌｏｎ Ａｃｔ）作物と家畜の品種改良の研究をおこなう農事

　　試験場制度を確立 。

１８９７　クローズネスト法（Ｔｈｅ　 Ｃｒｏｗ ’ｓ　 Ｎｅｓｔ　 Ａｃｔ） ：運賃値引きを条件としてクローズネスト峠越えの鉄道建

　　設への連邦政府の資金供与を認可 。

１９００　マニトハ穀物法（Ｔｈｅ　Ｍａｍｔｏｂａ　Ｇｒａｍ　Ａｃｔ）農業生産者が穀物を「線路上で」売るか仲買人に委託

　　することを認める 。穀物取引業者は免許が必要となり ，穀物取引をより競争的にする 。

１９１２　カナタ穀物法（Ｔｈｅ　Ｃａｎａｄａ　Ｇｒａｍｓ　Ａｃｔ）穀物取引に対する政府の厳格な監督を規定し，穀物 コミソ

　　シ ョナー・ ボード（現在のカナダ穀物委員会）を設立 。

１９１７穀物監督ボード（ＴｈｅＢｏａｒｄｏｆＧｒａｉｎＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒｓ）に小麦の単一価格を設定する権限を与える 。同

　　ボードは１９１９年に終了 。

１９１９　カナダ小麦ボード，拘束的な小麦プールを１年問運営して解散 。

１９２５　クローズネスト運賃が法定化され，西部の輸出向け穀物出荷の単一運賃を保証 。

１９２７　カナタ農業融資法（Ｔｈｅ　Ｃａｎａｄｌａｎ　Ｆａｍ　Ｌｏａｎｓ　Ａｃｔ）長期抵当資金を農業生産者に競争的な金利で提

　　供 。

世界恐１荒と第二次大戦（１９３０～４５）

１９３４　農業生産者　債権者調整法（Ｔｈｅ　Ｆａｍｅｒｓ　Ｃｒｅｄｌｔｏｒｓ’Ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｓ　Ａｃｔ）農業生産者の負債償還支払

　　を支払能力によっ て調整 。

１９３４全国農産物マーケティング法（Ｔｈｅ　Ｎａ七〇ｎａ１Ｆａｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｍａｒｋｅｕｎｇ　Ａｃｔ）地方の生産者ポードに

　　生産物販売を管理し，生産者と加工業者に均衡化支払を徴収する権限を与える ，連邦マーケティング ・

　　ボードを規定。１９３５年に憲法違反の判決 。

１９３５小麦に最低保証価格を与えるカナダ小麦ボードを設立。生産者はボードヘの販売と自由市場への販売

　　を選択 。

１９３５プレーリー 農場復興法（ＴｈｅＰｒａ１ｒ１ｅ ＦａｍＲｅｈａｂ１１１ｔａｔｌｏｎ Ａｃｔ）プレーリー３州における干はつと不

　　況への対策 。

１９３９　プレーリー 農場援助法（Ｔｈｅ　Ｐｒａ１ｒ１ｅ　Ｆａｍ　Ａｓｓ１ｓｔａｎｃｅ　Ａｃｔ）不作の被害を受けた農業生産者への資金

　　援助 。

１９３９農産物協同組合マーケティング法（Ｔｈｅ　Ａｇｒ１ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏｏｅｒａｔ１ｖｅｓ　Ｍ
ａｒｋｅｕｎｇ　Ａｃｔ）協同組合

　　による秩序ある販売を奨励 。

１９４１飼料輸送援助計画大戦による需要増に対応して東部カナダとフリティソ シュ　コロンヒアでの畜産

　　を奨励。同年に，飼料穀物貯蔵補助金，肥料補助金 。

１９４３　カナダ小麦ボード法改正 ：ボードに小麦 ・小麦産品の海外販売における独占的権限を与える 。

１９４４　農業価格支持法（Ｔｈｅ　Ａｇｒ１ｃｕ１ｔｕｒａ１Ｐｒｌｃｅｓ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ａｃｔ）生産者価格の安定化 。

１９４４農場改良融資法（Ｔｈｅ　Ｆａｍ　Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔ　Ｌｏａｎｓ　Ａｃｔ）農業生産者に融資保証を与え，生産者を市場

　　の変動による短期的な資金欠損から守る 。

戦後の農業発展（１９４６～５７）

１９４７　カナダ小麦ボード法改正 ：プレーリー３州とピースリバー地域における小麦の独占的販売権を継続 。

１９４８　カナダ小麦ボード法に大麦，オーツを含める 。

１９４９　農産物マーケティング法 ：連邦政府が州問及び輸出取引に関する権限を州農産物マーケティング ・ボ

（１１１０）



　　　　　　　　　　　　　　　　　現代カナダの農業政策（松原）　　　　　　　　　　　　　　　２０９

　　一ドに委任できるようにする 。

１９５１農産物ホート法市場価格安定のためにボートが農産物の購入，販売，加工　貯蔵することを認める 。

１９５５　農産物基準法 ：農産物の国際及び州問取引のための規格と基準を設定 。

安定化と供給管理（１９５８～７８）

１９５８　農業安定化法（Ｔｈｅ　Ａｇｒｉｃｕ１ｔｕｒｅ　Ｓｔａｂｉｌｉｚａｔｉｏｎ　Ａｃｔ） ：９つの農産物を指定して価格を規定された最低限

　　で支持 。

１９５９作物保険法（Ｔｈｅ　Ｃｒｏｐ　Ｉｎｓ皿ａｎｃｅ　Ａｃｔ）不作に対する保護を規定 。

１９５９　農業金融法（Ｔｈｅ　 Ｆａｒｍ　 Ｃｒｅｄｉｔ　 Ａｃｔ）

１９５８～６１穀物生産者に直接補助金を支給 。

１９６１農業復興開発法（Ｔｈｅ　Ａｇｒ１ｃｕ１ｔｕｒｅ　Ｒｅｈａｂ１１１ｔａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ａｃｔ）農村の貧困救済を制度化 。

１９６６　カナタ酪農委員会法（Ｔｈｅ　Ｃａｎａｄ１ａｎ　Ｄａｌｒｙ　Ｃｏｍｍ１ｓｓ１ｏｎ　Ａｃｔ）牛乳　クリームの効率的な生産者に労

　　働と投資に対する公正な収益を得る機会を与える ，また乳製晶の消費者には良質の乳製晶の継続的かつ

　　適正な供給を提供 。

１９７０　明日のための在庫削減計画（Ｔｈｅ　Ｌｏｗｅｒ　Ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ　ｆｏｒ　Ｔ
ｏｍｏｒｒｏｗ

，ＬＩＦＴ） ：小麦在庫量を２分の１に

　　削減，同計画の特徴は作付面積減少への支払い 。

１９７２農産物マーケティング ・工 一ジェンシー 法（ＴｈｅＦａｍＰｒｏｄｕｃｔｓ ＭａｒｋｅｔｉｎｇＡｇｅｎｃｉｅｓ Ａｃｔ） ：州政府と

　　連邦政府が全国的な農産物マーケティング ・工一ジェンシーやボードを設立することを認める 。

１９７２小規模農場発展計画（Ｔｈｅ　Ｓｍａ１１Ｆａｍ　Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔｐｒｏｇｒａｍ）農業経営相談と土地所有権移転計画

　　によっ て農業生産者を支援。土地所有権移転計画は，農地を売却して引退または他の職業につきたい人

　　に援助するもので，農業生産者の追加的な農地購入を援助（１９７９年で終了）。

１９７３　作物保険法（Ｔｈｅ　Ｃｒｏｐ　Ｉｎｓ皿ａｎｃｅ　Ａｃｔ）連邦の費用分担条項を修正，連邦の財政支出を増やす 。

１９７４　新飼料穀物政策（Ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｆｅｅｄ　Ｇｒａｉｎ　Ｐｏ１ｉｃｙ） ：全国の家畜生産者及び穀物生産者にとっ て公正な価

　　格で国産飼料穀物の適正な供給を保証 。

１９７５　農業安定化法の修正 ：生産者にとっ てより効率的な保護を保証。指定農産物リストの変更と安定化算

　　式を市場価格と費用をより反映するように変更 。

１９７６西部穀物安定化法（Ｔｈｅ　Ｗｅｓｔｅｍ　Ｇｒａｍ　Ｓｔａｂ１１１ｚａｔ１ｏｎ　Ａｃｔ）西部の穀物生産者の所得安定を図るため

　　に，生産者と連邦政府とが基金を拠出し，プレーリー３州における販売額が過去５ヶ 年の平均を下回 っ

　　た場合に，生産者が支払を受ける 。

１９７７　カナタの食糧戦略（ＡＦｏｏｄ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　ｆｏｒ Ｃａｎａｄａ）を連邦と各州の農業相，消費者　企業担当相が共

　　同で発表。安全で栄養のある食糧を，合理的　競争的な価格での適正な供給を保証するために，カナタ

　　の生産性と輸出能力の強化が必要であると述べる 。

財政危機と支出抑制（１９７９～）

１９７９　民営化，規制緩和，費用回収についての政策発表 。

１９８１農業 ・食糧戦略（Ｔｈｅ　Ａｇｒｉ－Ｆｏｏｄ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ） ：市場機会の強化，天然資源基盤の維持と改良，研究開発

　　と技術移転の拡大，世界の食糧二一ズの支援と緩和，公共の利益と政策課題 。

１９８３　カナタ農業輸出開発公社（Ｃａｎａｄ
１ａｎ Ａｇｒ１ｃｕ１肚ｅ ＥｘｐｏｒｔＣｏｒｐｏｒａｔ１ｏｎ，ＣＡＮＡＧＲＥＸ）を設立。農産

　　物 ・食品の輸出の促進，奨励（１９８５年３月末で廃止）。

１９８３政府機関再編法（Ｔｈｅ　Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　Ｒｅｏｒｇａｍｚａｔ１ｏｎ　Ａｃｔ）フレーリー 農場復興事業を地域経済開発省

　　から農業省へ移管 。

資料）Ｄ．Ｂｅｒｔｈ１ｅ，１９８５ ：５－１５．に加筆 ・修正 。

（１１１１）




